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平
成
26
年
の
新
春
を
迎
え
、
会
員
の
皆
様

を
は
じ
め
、
ご
家
族
の
皆
様
に
心
よ
り
ご
祝

詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
を
顧
み
ま
す
と
、
経
済
情
勢
は
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
効
果
に
伴
い
、
一
部
で
は
緩
や
か

に
景
気
回
復
が
見
込
ま
れ
て
い
る
と
報
道
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
我
々
企
業
を
取
り
巻

く
環
境
は
、
依
然
と
し
て
先
行
き
不
透
明
な

厳
し
い
経
済
環
境
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
夏

は
全
国
的
に
猛
暑
と
な
り
、
日
本
の
日
最
高

気
温
の
記
録
更
新
や
各
地
で
こ
れ
ま
で
に
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
大
雨
と
表
現
さ

れ
た
集
中
豪
雨
が
起
こ
り
、
異
常
気
象
が
相

次
い
だ
年
で
し
た
。
一
方
、
２
０
２
０
年
夏

季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東
京
開
催
が
決
定
し
、

ま
た
世
界
文
化
遺
産
に
富
士
山
が
登
録
さ
れ

る
な
ど
の
明
る
い
話
題
も
あ
り
ま
し
た
。

公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴
い
、
神
奈
川
県

下
の
18
法
人
会
は
、
す
べ
て
「
公
益
社
団
法

人
」
に
移
行
い
た
し
ま
し
た
。
私
ど
も
法
人

会
は
「
健
全
な
経
営
、
正
し
い
納
税
、
社
会

に
貢
献
」
を
柱
と
し
て
活
動
す
る
経
営
者
の

団
体
で
す
。
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
を

目
指
し
、
税
知
識
の
普
及
と
納
税
意
識
の
高

揚
、
将
来
を
見
据
え
た
税
制
改
正
に
関
す
る

提
言
活
動
を
は
じ
め
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献

活
動
を
中
心
に
今
後
も
公
益
事
業
を
展
開
し

て
参
り
ま
す
。
同
時
に
、
会
員
交
流
・
親
睦

事
業
等
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実
施
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
多
種
多
様
な
業
種
の
企
業

経
営
者
が
集
う
法
人
会
は
、
会
員
交
流
事
業

が
自
ず
と
異
業
種
交
流
の
場
と
な
り
、
様
々

な
情
報
交
換
や
新
た
な
事
業
展
開
の
ヒ
ン
ト

を
得
る
絶
好
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
会
員

の
皆
様
方
に
は
法
人
会
の
活
動
に
ご
参
加
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
更
な
る
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
、
午
年
（
甲
午：
き
の
え
う
ま
）

う
ま

で
す
。
60
年
前
の
１
９
５
４
年
（
昭
和
29
年
）

は
街
頭
テ
レ
ビ
や
プ
ロ
レ
ス
ブ
ー
ム
が
起
き
、

ま
た
戦
後
の
復
興
期
で
国
全
体
と
し
て
日
本

の
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
っ
た
年
で
す
。
馬

は
「
物
事
が
《
う
ま
》
く
い
く
」
「
幸
運
が

駆
け
込
ん
で
く
る｣

と
い
わ
れ
る
縁
起
の
い

い
動
物
で
す
の
で
、
今
年
は
何
事
に
も
大
き

な
期
待
を
持
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
が
皆
様
並
び
に
会
員
企
業
に
と
っ
て
、

よ
り
良
き
年
に
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し

上
げ
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
26
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
公
益
社
団

法
人
厚
木
法
人
会
会
員
の
皆
様
に
謹
ん
で
新

年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

小
嶋
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会
員
の

皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政
に
対
し
ま

し
て
、
深
い
ご
理
解
と
格
別
な
ご
協
力
を
賜

り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

お
蔭
様
を
も
ち
ま
し
て
、
厚
木
税
務
署
の

事
務
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
順
調
に
推
移

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も

ひ
と
え
に
、
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物
と
、
重

ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
の
貴
会
の
活
動
を
振
り
返
り

ま
す
と
、
法
人
会
活
動
の
基
本
理
念
に
則
り

各
種
研
修
会
等
を
積
極
的
に
開
催
し
て
い
た

だ
き
、
こ
れ
ら
を
通
じ
た
、
正
し
い
税
知
識

の
普
及
と
納
税
道
義
の
高
揚
に
努
め
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
の

社
会
貢
献
活
動
に
つ
き
ま
し
て
も
活
発
に
展

開
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
殊
に
、
「
地
域

ふ
れ
あ
い
講
演
会
」
は
、
地
域
の
方
々
が
多

数
参
加
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
に
根
付
い
た
素

晴
ら
し
い
活
動
で
あ
る
と
感
銘
を
受
け
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
活
発
な
事
業
活
動
に
対
す
る

役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
の
ご
努
力
に
対
し

ま
し
て
改
め
ま
し
て
深
く
敬
意
を
表
す
る
と

と
も
に
、
本
年
に
お
き
ま
し
て
も
皆
様
に
は
、

よ
り
一
層
、
魅
力
あ
る
活
動
を
展
開
し
て
い

た
だ
き
ま
す
こ
と
を
ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
。

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
も
貴
会
の
事
業
活

動
に
対
し
ま
し
て
出
来
得
る
限
り
の
協
力
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ま
も
な
く
平
成
25
年
分
の
所

得
税
等
の
確
定
申
告
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

税
務
署
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
本
年
も
ｅ

‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
よ
り
一
層
の
普
及
と
定
着
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
会
員

の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
自
身
あ
る

い
は
従
業
員
の
方
々
の
確
定
申
告
に
つ
き
ま

し
て
、
是
非
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
を
い

た
だ
く
か
、
あ
る
い
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を

ご
利
用
い
た
だ
く
な
ど
、
自
書
申
告
と
早
期

提
出
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
新
し
い
年
が
公

益
社
団
法
人
厚
木
法
人
会
に
と
り
ま
し
て
、

更
な
る
飛
躍
の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
ま
た
、

会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご

繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま

し
て
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

( 2 )

－ ニセ税務署員、ニセ税理士に注意しましょう －

厚
木
税
務
署

署
長

高

砂

孝

志

２
０
１
４
年

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

公
益
社
団
法
人

厚
木
法
人
会

会
長

小

嶋

完

治

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ



■
納
税
表
彰
式

去
る
10
月
23
日
、
三
田
共
用
会
議
所
に
お

い
て
、
平
成
25
年
度
の
国
税
庁
長
官
納
税
表

彰
式
が
行
わ
れ
、
本
会
の
梅
澤
相
談
役
（
前

会
長
）
が
、
国
税
庁
長
官
表
彰
を
受
彰
さ
れ

た
。ま

た
、
11
月
14
日
、
厚
木
商
工
会
議
所
大

会
議
室
に
お
い
て
、
平
成
25
年
度
の
厚
木
税

務
署
長
納
税
表
彰
式
が
開
催
さ
れ
、
納
税
道

義
の
高
揚
と
正
し
い
税
知
識
の
普
及
に
功
績

の
あ
っ
た
方
々
に
対
し
て
、
署
長
表
彰
並
び

に
署
長
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た
。
な
お
、
本
会

関
係
の
受
彰
者
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

◎
国
税
庁
長
官
表
彰
受
彰
者
（
敬
称
略
）

梅
澤

行
次

大
洋
サ
ー
ビ
ス
㈱

◎
厚
木
税
務
署
長
表
彰
受
彰
者
（
敬
称
略
）

浅
岡

國
芳

㈱
ア
ー
ル
ア
サ
オ
カ

◎
厚
木
税
務
署
長
感
謝
状
受
彰
者
（
敬
称
略
）

小
林

知
彌

㈱
小
林
リ
ビ
ン
グ

落
合

秀
人

㈲
ア
イ
オ
イ
商
事

林

庸
行

㈱
ア
イ
ホ
ー
ム

■
納
税
奨
励
表
彰
式

11
月
８
日
、
神
奈
川
県
庁
に
お
い
て
、
平

成
25
年
度
の
神
奈
川
県
知
事
納
税
奨
励
表
彰

式
が
行
わ
れ
、
本
会
の
小
嶋
会
長
が
神
奈
川

県
知
事
表
彰
を
受
彰
さ
れ
た
。

ま
た
、
11
月
20
日
、
神
奈
川
県
高
相
合
同

庁
舎
会
議
室
に
お
い
て
、
県
税
事
務
所
長
納

税
奨
励
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
本
会
の
山
田
副

会
長
が
厚
木
県
税
事
務
所
長
表
彰
を
受
彰
さ

れ
た
。

◎
神
奈
川
県
知
事

納
税
奨
励
表
彰
受
彰
者
（
敬
称
略
）

小
嶋

完
治

㈱
小
島
商
店

◎
厚
木
県
税
事
務
所
長

納
税
奨
励
表
彰
受
彰
者
（
敬
称
略
）

山
田

一
志

㈱
山
一
商
事

昨
年
10
月
３
日
に
開
催
し
た
法
人
会
全
国

大
会
（
青
森
大
会
）
に
お
い
て
披
露
さ
れ
た

法
人
会
の
「
平
成
26
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
事
項
」
（
11
月
号
掲

載
）
の
実
現
に
向
け
、
上
部

団
体
の
全
国
法
人
会
総
連
合

を
は
じ
め
、
全
国
の
県
連
及

び
各
法
人
会
は
、
政
府
、
政

党
な
ど
関
係
機
関
に
対
し
て
要
望
活
動
を
実

施
し
た
。
本
会
に
お
い
て
も
、
去
る
11
月
29

日
、
小
嶋
会
長
、
中
村
担
当
副
会
長
及
び
島

本
税
制
税
務
委
員
長
が
、
義
家
弘
介
衆
議
院

議
員
、
後
藤
祐
一
衆
議
院
議
員
を
は
じ
め
、

厚
木
市
、
愛
川
町
、
清
川
村
の
各
市
町
村
長

及
び
議
会
議
長
を
訪
ね
、
提
言
書
を
手
渡
し
、

そ
の
実
現
に
向
け
て
協
力
を
要
請
し
た
。

( 3 )

10月28日、厚木市文化会館大ホールにおいて、本会主

催の第８回地域ふれあい講演会を盛大に開催した。同講演

会は、法人会の活性化と法人会活動の理解を図るとともに、

地域住民への社会貢献活動として実施しており、今では地

域最大級の講演会となっています。今回は、サイキックエ

ンターティナー・超魔術師のMr.マリック氏を講師に招き

「無限の可能性を秘めて」をテーマ

に開催した。当日は900名の参加

者が集まり、サプライズでマジック

のパフォーマンスも行われ、大変好

評でした。なお、同講演会は厚木市

の共催、厚木税務署、神奈川県、愛

川町、清川村か

らの後援、また

上部団体の神奈

川県法人会連合

会をはじめ、関

係民間団体並び

に受託保険会社

からの協賛をい

ただいた。

－ 信用できる地元税理士に依頼しよう －

栄
え
あ
る
受
彰

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

法
人
会
の
税
制
改
正
に
関
す
る

要
望
事
項
の
実
現
に
向
け
、
提
言
書
を
提
出

第８回 地域ふれあい講演会を開催

▲左から島本委員長、中村副会長、小嶋会長、

愛川町の森川町長

法人会の基本的指針

法人会は

よき経営者をめざすものの団体として

会員の積極的な自己啓発を支援し

納税意識の向上と

企業経営および社会の

健全な発展に貢献します



( 4 )



( 5 )



■
確
定
申
告
の
相
談
と
申
告
書
の
受
付
、
納

付
の
期
限
に
つ
い
て

◎
所
得
税

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
17
日
（
月
）

（
還
付
申
告
は
２
月
14
日
（
金
）
以
前
で

も
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
）

◎
贈
与
税

２
月
３
日
（
月
）
～
３
月
17
日
（
月
）

◎
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

３
月
31
日
（
月
）
ま
で

―

期
限
内
申
告
・
期
限
内
納
税
を
！

―

申
告
書
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
る
送
信
、
郵
便
や
信

書
便
に
よ
る
送
付
又
は
税
務
署
の
時
間
外
収

受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
確
定
申
告
相
談
会
場
に
つ
い
て

厚
木
税
務
署
本
庁
舎
は
現
在
改
装
工
事
中

の
た
め
、
仮
庁
舎
で
執
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
の
相
談
会
場
に
つ
き
ま
し
て
も
、

左
記
の
仮
庁
舎
に
て
実
施
い
た
し
ま
す
。

厚
木
税
務
署
仮
庁
舎

厚
木
市
岡
田
３
０
５
０
番
地

厚
木
ア
ク
ス
ト
メ
イ
ン
タ
ワ
ー

（
確
定
申
告
相
談
会
場
は
７
階
で
す
。
）

※
駐
車
場
の
余
裕
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
公

共
機
関
（
バ
ス
）
で

の
御
来
署
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
厚
木
税
務
署
で
は
、
次
の
日
曜
日
に
平
成

25
年
分
確
定
申
告
の
相
談
、
用
紙
の
配
付

及
び
申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

２
月
23
日
（
日
）
・
３
月
２
日
（
日
）

【
相
談
時
間
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
】

当
日
、
混
雑
し
て
い
る
場
合
に
は
、
受
付

を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
税
金
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
当
日
は
電
話
で
の
相
談
は
行
っ
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
電
話
で
の
ご
質
問
は
平

日
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
２
月
23
日
と
３
月
２
日
以
外
の
土
・
日
・

祝
日
等
は
、
執
務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

厚
木
税
務
署

電
話
（
２
２
１
）
３
２
６
１

( 6 )

平
成
25
年
分
確
定
申
告
の
ご
案
内

～

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
ご
自
分
で
作
成
し
て
お
早
め
に

～

○ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、初期登録を含む一連の操作で確定申

告書の作成から送信までを行うことができます。

○ e-Tax（国税電子申告・納税システム）をご利用いただくためには、事前の手続が必要です。

○ 「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、プリントアウトして、そのまま税務署に

提出できます。

○ 国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも税務手続に関する申請・届出様式を掲載してい

ますので、是非ご利用ください。

○ 詳しくは国税庁ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。

国税庁ホームページで確定申告書等の作成ができます

所得税及び復興特別所得税の確定申告書

青色申告決算書・収支内訳書

消費税等の確定申告書・贈与税の申告書

が作成可能！

ｅ-Tax
でデータ送信！

書面で提出！
又は

申告・納税は、ネットから快適に！

詳しくは 検 索確定申告



平
成
24
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
復
興
特

別
法
人
税
は
、
法
人
税
申
告
と
は
別
の
手
続

と
な
り
ま
す
の
で
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告

（
送
信
）
す
る
場
合
は
特
に
復
興
特
別
法
人

税
の
送
信
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
等
デ
ー
タ
を
送
信
し
た
場
合

は
受
信
通
知
が
各
手
続
ご
と
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

ボ
ッ
ク
ス
に
格
納
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
実
に

受
信
通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
の
確
認
方
法
は
、

『
利
用
者
（
納
税
者
）
は
、
申
告
等
デ
ー
タ

が
正
常
に
送
信
さ
れ

た
か
ど
う
か
を
、
ど

の
よ
う
に
確
認
す
る

の
で
す
か
。
』
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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▲

署
長
講
演
会

11
月
19
日
、
厚
木
商
工
会
議
所
に
お
い
て
、
本
会
を

は
じ
め
、
厚
木
税
務
署
管
内
の
納
税
協
力
６
団
体
共
催

に
よ
る
講
演
会

を
開
催
し
た
。

当
日
は
57
名
が

参
加
し
、
厚
木

税
務
署
の
高
砂

署
長
を
講
師
に

招
き
「
税
の
役

割
と
税
務
署
の

仕
事
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
が
行

わ
れ
大
変
好
評

だ
っ
た
。

▼

税
務
署
職
員
と
の
座
談
会

11
月
26
日
、
厚
木
商
工
会
議

所
に
お
い
て
、
16
名
が
出
席
し

て
、
本
会
の
各
支
部
及
び
各
部

会
か
ら
の
代
表
者
等
と
税
務
署

職
員
と
の
座
談
会
を
開
催
し
、

活
発
な
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

▲管内の県市町村庁舎へ

懸垂幕を設置

11月の一ヶ月間、当会

区域内の県合同庁舎、厚

木市、愛川町、清川村の

庁舎へ納税意識の高揚を

図る内容の懸垂幕を設置

した。

国税庁の「税を考える週間」（11月11日～

11月17日）協賛行事の一環として、各種活動

を実施した。

「税を考える週間」協賛行事

【東京国税局からのお知らせ】

法定調書等のe-Tax、eLTAX利用のお願い

～給与事務担当者の皆様に知っていただきたい事項～

eLTAX導入団体が100％となりました！

平成25年11月25日から、給与支払報告書を全ての市区町村へeL

TAXで提出できるようになりました。給与支払報告書をeLTAXで提

出すれば、市区町村ごとに仕分けすることなく一括で送信できます。

（注）一般的な給与計算ソフトでは、国税庁や総務省フォーマットの

CSV形式のデータを出力可能であり、e-Taxソフト（WEB版）やeL

TAXのPCdeskなら、CSV形式のデータを取り込んで、電子申請がで

きます。

給与事務担当者の皆様へ！

給与の源泉徴収票等の作成や提出などを担当される給与事務担当者

の皆様にも、e-Tax・eLTAX利用によるメリットをご理解していた

だき、平成26年1月31日が提出期限の給与等の法定調書（合計表）

及び給与支払報告書は是非、e-Tax・eLTAXでの提出をお願いしま

す。

▲神奈川県厚木合同庁舎

▼

清
川
村
役
場

■
復
興
特
別
法
人
税
申
告
書
の

送
信
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

おうちで作成
ネットで申告

イータ君
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▲

源
泉
部
会
定
例
研
修
会

源
泉
部
会
は
11
月
６
日
、
厚

木
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、

36
名
が
参
加
し
「
年
末
調
整
の

仕
方
・
法
定
調
書
及
び
給
与
支

払
報
告
書
の
作
成
と
提
出
」
を

テ
ー
マ
に
研
修
会
を
開
催
し
た
。

全国青年の集い（広島大会） ▼

11月８日、広島県立総合体育館

（広島グリーンアリーナ）におい

て、全法連主催の全国青年の集い

（広島大会）が開催され、全国か

ら約2,640名の青年部会員が集ま

り、本会から９名が出席した。同

大会では、全国から選抜された青

年部会の租税教育活動プレゼンテーションや部会長サミット、大会式典など

が行われ、青年らしい活気溢れる大会となった。また記念講演として㈱アク

セルミュージックエンターテイメント代表取締役の吉川晃司氏の「日本一心

～日本の未来のために果たすべきこと～」をテーマに講演が行われ好評を博

した。

▲女性部会研修旅行会（観劇鑑賞）

女性部会は10月17日、19名が参

加して研修旅行会を実施した。劇

団四季・夏劇場でのミュージカル

「リトル・マーメイド」の鑑賞と

東京・お台場のホテルグランパシ

フィックでのディナーブッフェを

楽しんだ。

▲

女
性
部
会
の

租
税
教
室
実
技
講
習
会
（
事
前
練
習
会
）

女
性
部
会
は
10
月
23
日
、
厚
木
税
務
署

会
議
室
に
お
い
て
、
９
名
が
参
加
（
青
年

部
会
か
ら
も
２
名
が
出
席
）
し
て
租
税
教

室
の
実
技
講
習
会
を
受
講
し
た
。
租
税
教

育
活
動
の
一
環
と
し
て
税
務
署
が
小
学
校

で
実
施
し
て
い
る
租
税
教
室
の
運
営
に
協

力
す
る
た
め
、
税
務
署
担
当
官
を
講
師
に

招
き
、
租
税
教
室
の
実
演
・
練
習
を
行
い

大
変
好
評
だ
っ
た
。

▲

絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
の

参
加
校
へ
記
念
品
等
を
贈
呈

女
性
部
会
は
11
月
12
日
、
税
の

絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
さ

れ
た
小
学
校
を
訪
ね
、
入
賞
者
へ

の
賞
状
や
参
加
記
念
品
と
し
て
、

ノ
ー
ト
等
の
文
具
品
を
手
渡
し
た
。

▲左から女性部会の和田幹事、安齋部会長、

依知南小学校の嵯峨根校長、山中先生

▼

年
末
調
整
説
明
会

（
厚
木
市
文
化
会
館
）

チャリティー事業 ▼

12月４日、レンブラントホ

テル厚木において、264名が

参加し、多くの協賛企業のご

協力を得て、チャリティーパー

ティー実行委員会主催のパー

ティーが開催された。当日は

アトラクションとして、華や

かに三田直城さんの歌謡ショー

が行われ、大変好評だった。

また、恒例となった抽選会では、当選番号を読み上げるたびに、会場は大

きな歓声に包まれた。なお、本会がパーティー会場で実施した募金活動で

は、総額299,000円のチャリティー金が集まり、社会福祉事業に役立てて

いただくため管内の各市町村（厚木市・愛川町・清川村）へ寄付させてい

ただきます。

▲

年
末
調
整
説
明
会

（
愛
川
町
文
化
会
館
）
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▲厚木第１支部の料理教室

厚木第１支部は10月18日、厚木ガ

ス中町ショールーム・リセにおいて、

29名が参加して料理教室を開催した。

講師には、あざみ野キッチンの市川

えい子氏を招き、韓国料理を作り大

変好評だった。

▲

厚
木
西
部
支
部
研
修
会

厚
木
西
部
支
部
は
11
月
21
日
、

玉
川
公
民
館
に
お
い
て
、
清
川
遠

寿
病
院
院
長
の
岩
元
誠
氏
を
講
師

に
招
き
、
「
認
知
症
に
な
ら
な
い

た
め
に
」
を
テ
ー
マ
に
研
修
会
を

行
っ
た
。
当
日
は
１
６
３
名
の
方
々

が
参
加
さ
れ
大
変
好
評
で
し
た
。

▲愛川支部研修会

愛川支部は11月21日、愛甲商

工会館において、25名が参加し

て、社会保険労務士の建部覚氏

を講師に招き、「パートタイマー・

アルバイトを雇用する際の注意

点」をテーマに研修会を行った。

▼

荻
野
支
部
研
修
会

荻
野
支
部
は
11
月
25
日
、

荻
野
公
民
館
に
お
い
て
、
26

名
が
参
加
し
て
、
厚
木
薬
剤

師
会
会
長
の
石
射
正
英
氏
を

講
師
に
招
き
、
「
知
っ
て
お

き
た
い
薬
の
知
識
、
正
し
く

安
全
に
そ
し
て
災
害
に
備
え

て
」
を
テ
ー
マ
に
研
修
会
を

行
っ
た
。

▼
相
川
支
部
会
員
増
強
大
会

相
川
支
部
は
11
月
18
日
、

上
海
菜
館
に
お
い
て
、
14
名

が
出
席
し
増
強
支
部
大
会
を

開
催
し
た
。

▲睦合支部日帰り研修旅行会

～都内名所散策と隅田川下り～

睦合支部は10月20日、41名が参加し

て日帰りバス旅行会を開催した。車中

でビデオ研修を行い、東京ソラマチの

観光や浅草散策、東京タワー大展望台

の観光、またスカイツリーを眺めなが

ら水上バスで隅田川下りを楽しみ、参

加者相互の交流を深めた。

支部活動（研修会・旅行会等）

源泉部会が租税教育用の下じきを贈呈

（租税教室で小学６年生に配付）

源泉部会は、厚木税

務署が主体となって実

施している厚木愛甲地

区の小学６年生（全31

校）を対象にした租税

教室開催の際に、子ど

もたちの納税意識の向

上のため、税金の役割

や使われ方等が記載された

租税教育用の下じきを児童

に配付していただくよう約

3,000枚を贈呈した。

■三法人会（大和・相模原・厚木）

青年部会有志のゴルフ大会

11月23日、大厚木カントリークラブ桜

コースにおいて、三法人会（大和・相模

原・厚木）青年部会の有志によるゴルフ

大会を開催し

た。当日は21

名が参加し、

楽しく腕を競

い合った。

法
人
会
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
け
ん
た
」



Ｑ

売
上
代
金
等
を
領
収
す
る
際
に
発
行
す

る
領
収
証
に
は
記
載
さ
れ
た
金
額
に
応
じ

て
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
現
在
、
記
載
さ
れ
た
金
額
が

３
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
印
紙
を
貼
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
非
課
税
範
囲

が
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
、
変
更
さ
れ

ま
す
が
、
い
く
ら
未
満
が
非
課
税
と
な
る

で
し
ょ
う
？

ア

１
万
円
未
満

イ

５
万
円
未
満

ウ

10
万
円
未
満

応
募
方
法

答
え
と
氏
名
、
住
所
、
会
社
名
を
明
記
の

う
え
、
郵
便
も
し
く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
事
務
局
ま

で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
正
解
者
の
中
か
ら
抽

選
で
10
名
（
一
社
一
名
ま
で
）
に
粗
品
を
進

呈
い
た
し
ま
す
。

締
切
／
平
成
26
年
１
月
31
日
ま
で

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

平
成
25
年
11
月
号
ぜ
い
き
ん
ク
イ
ズ
の
解
答

答
え
…
②
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
非
課
税
投
資
額
の
年
間

で
の
上
限
金
額
は
１
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
）

《
解
説
》

平
成
25
年
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
非
課
税

口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所

得
及
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
が
改
止

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
平

成
35
年
12
月
31
日
ま
で
の
10
年
間
、
「
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
（
ニ
ー
サ：

非
課
税
口
座
内
の
少
額
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得

等
の
非
課
税
措
置
）
」
の
非
課
税
口
座
を
開

設
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
非
課
税
口
座
内

に
お
い
て
受
け
入
れ
た
上
場
株
式
や
株
式
投

資
信
託
な
ど
に
係
る
配
当
等
や
譲
渡
益
が
非

課
税
と
な
る
制
度
で
す
。
非
課
税
口
座
に
最

大
５
年
間
の
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
非
課
税
管
理
勘
定

に
お
け
る
年
間
の
投
資
額
の
上
限
は
１
０
０

万
円
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

《
俳
句
》

初
景
色
富
士
の
片
頬
く
れ
な
ゐ
に

追
羽
根
の
空
に
昭
和
の
ひ
び
き
あ
り

（
愛
川
町

大
野
里
之
）

投
稿
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
自
作
の
俳
句
や
短

歌
、
ま
た
写
真
（
人
物
・
風
景
）
な
ど
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
会
社
名
、
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
等
を
ご
記
入
の
う
え
、
事
務
局
ま

で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
採
用
さ
れ
た
方
に
は
、

粗
品
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。
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.j
p

）

賀
詞
交
歓
会
（
別
紙
参
照
）

◇
１
月
15
日
（
水
）
17
時
00
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

★
決
算
法
人
説
明
会

◇
１
月
17
日
（
金
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

★
新
設
法
人
説
明
会

◇
２
月
６
日
（
木
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

★
女
性
部
会
研
修
会
（
別
紙
参
照
）

◇
２
月
６
日
（
木
）
14
時
10
分

会
場
／
厚
木
市
文
化
会
館
３
階
会
議
室

★
決
算
法
人
説
明
会

◇
２
月
７
日
（
金
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

★
女
性
部
会
教
養
講
座
（
別
紙
参
照
）

◇
２
月
14
日
（
金
）
14
時
00
分

会
場
／
厚
木
市
文
化
会
館
３
階
会
議
室

★
源
泉
部
会
研
修
会
（
別
紙
参
照
）

◇
２
月
19
日
（
水
）
15
時
00
分

会
場
／
厚
木
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
新
館

★
決
算
法
人
説
明
会

◇
３
月
６
日
（
木
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

※

日
時
等
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事

務
局
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
★
印
の
事
業
は
会
員
以

外
の
方
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
法
人
会
事
務
局
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◇
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
◇

【
事
務
局
か
ら
の
お
願
い
】

会
社
名
、
代
表
者
名
、
所
在
地
、
資
本
金
等
が
変
更

さ
れ
た
場
合
は
、
法
人
会
事
務
局
（
電
話
２
２
１
‐
１

０
５
５
）
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
間
で
す
。

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
に
は
、
電
子
証
明

書
を
取
得
し
た
市
役
所
等
の
窓
口
に
お
い
て
、

更
新
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
手
数
料

が
必
要
で
す
。
）

詳
し
く
は
、
電
子
証
明
書
を
取
得
し
た
市

役
所
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

更
新
手
続
後
、

更
新
し
た
電
子
証

明
書
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
へ
の
再
登
録
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

（
※
１
）
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
取

得
時
に
同
時
に
電

子
証
明
書
の
発
行

を
申
請
す
れ
ば
、

カ
ー
ド
の
中
に
電
子
証
明
書
が
格
納
さ
れ
ま

す
。

（
※
２
）
カ
ー
ド
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
（
10
年
）

で
す
。
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
（
３
年
）

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
電
子
証
明
書
の

有
効
期
限
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
確
認
す
る
に

は
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
挿
入

又
は
接
触
さ
せ
、
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ

フ
ト
の
機
能
か
ら
有
効
期
間
を
表
示
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

ソ
フ
ト
（
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
利
用
者
ソ
フ
ト
）
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
確
認
方
法
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
に
つ
い
て
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
間
で
す
！

住民基本台帳カード

※１

○○市

○年○月○日まで有効

昭和○年○月○日
○○○○
○○市○○町○丁○番○号

※２

【
電
子
申
告
を
ご
利
用
さ
れ
る
方
へ
】

▲
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個人情報の取扱いについて

当会は、会員企業に係る「個人情報」を、研修会・諸会議等の開催

通知、広報誌等の送付、並びに福利厚生制度等のご案内、名簿作成な

ど、本会の事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用すること

は、一切ございません。

投稿コーナー・税金クイズなど、その他各種の

お申込み・応募先は、法人会事務局まで

〒243-0017 厚木市栄町1-16-15（厚木商工会議所3階）

公益社団法人 厚木法人会 事務局

TEL 046-221-1055 FAX 046-222-3808

E-mail :info@a-net.or.jp

新入会員紹介 期間［平成25年10月～平成25年11月］

【 無料記帳指導制度のご案内 】

東京地方税理士会厚木支部のご協力を得て、税理士関与さ

れていない方を対象に、記帳指導を行っています。この制度

は、東京地方税理士会厚木支部の担当税理士が、皆様の会社

の事務所に直接訪問して３回程度記帳指導を行うもので、指

導料は無料です。ご希望の方は法人会事務局までご連絡くだ

さい。

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業

所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円

を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、

平成26年１月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う

全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）に

ついて必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁

ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載

されていますので、ご覧ください。詳しくは、

厚木税務署（電話221-3261）にお問い合わせく

ださい。

平成２６年１月から

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

会員企業をはじめ、一般向けに経営支援情

報や環境、健康、カルチャーなどのセミナー

をインターネットを通じて配信しています。

多彩なセミナー動画を常時公開していますの

で、仕事に役立つ情報やヒントが満載です。

◎インターネットセミナーだから何時でも・何処でも・好き

なだけご利用できます。

◎映像と音声による本格的セミナーが受講できます。

◎忙しくてセミナーや研修会に参加できない方などに最適で

す。

◎社内研修や自己研鑽などにご活用ください。

◎本会会員は、ID(hj0229)とパスワード(1055)を入力してロ

グインすることによって、より多くのコンテンツを視聴で

きます。

インターネットセミナーのご案内

本会ホームページから無料で視聴することができます

地区・支部名 会 員 名 地区・支部名 会 員 名

寿 町 アーネストコンサルタンツ 有限責任事業組合 妻 田 第 １ 樽井 朝美

寿 町 株式会社 太陽商事 依 知 南 吉田幸雄税理士事務所

厚 木 西 お食事処 永遠 戸 田 有限会社 コイソ製作所

厚 木 西 リコージャパン 株式会社 南 毛 利 西 株式会社 すまい考房・悠

旭 町 西 財団法人 中小企業災害補償共済福祉財団 南 毛 利 南 株式会社 ホワイトハウス

旭 町 西 合同会社 サン土地建物 愛 甲 株式会社 ＤＲＥＡＭ

旭 町 西 株式会社 リアルプランナー 愛 川 第 １ 吉野設備

厚 木 南 有限会社 日本デジタルワークス 愛 川 第 ３ 株式会社 青空ホーム

玉 川 三橋 四郎 愛 川 第 ３ 特定非営利活動法人 ユーラシアンクラブ愛川サライ

玉 川 理容 まきの 愛 川 第 ４ 株式会社 もみぢ園

小 鮎 株式会社 ＧＲＯＯＶＥ ＳＩＧＮ 愛 川 第 ５ 有限会社 関東産業車輌

睦 合 南 宮本社会保険労務士事務所 愛 川 第 ５ 株式会社 昌和プラント

本会では、下記事務所のご厚意により、無料で税務、社会保

険、不動産・会社登記等の相談を実施しています。ご希望の方

は、法人会事務局(℡221-1055)または下記事務所へお電話し

てください。

■會田聡史税理士事務所

厚木市中町２-６-２４ ほてい屋第二ビル３階

電話（０４６）２２４－７７３１

■浅岡信一税理士事務所

厚木市旭町２-２-１８

電話（０４６）２２９－７０３０

■和田明税理士事務所

愛川町春日台５-４-８

電話（０４６）２８６－２２５６

■ライトハウス税理士法人

厚木市水引１-１-６ サミット厚木ビル４階

電話（０４６）２２２－８８００

■村松マユミ社会保険労務士事務所

厚木市栄町１-５-４-５０４

電話（０４６）２２５－０７２５

■八木章 司法書士事務所

厚木市水引１-１５-１７ 小島ビル２階

電話（０４６）２９７－３１０５

■司法書士 石垣公雄事務所

厚木市寿町３-４-５ 米山ビル３０１

電話（０４６）２２１－５５５６

【 無料相談のご案内 】
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発
行
所
／
公
益
社
団
法
人

厚
木
法
人
会

〒
２
４
３
‐
０
０
１
７

厚
木
市
栄
町
１
丁
目
16
番
15
号

電
話
０
４
６
（
２
２
１
）
１
０
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
６
（
２
２
２
）
３
８
０
８

税理士の先生に

お任せしている

ので…

◇法人（納税者）が電子証明を取得する必要はありませんので、

手間がかかりません。先生に「送信」してもらうだけで申告完了。

eLTAX（地方税ポータルシステム）との双方利用でより便利に。

厚木税務署での地方税職員による県・市町村申告書等収受は、行っ

ておりません。地方税の申告はeLTAXを是非ご利用ください !!

～ e‐TaxとeLTAX ネットでスマート申告・納税 ～

エルレンジャー

国税庁ｅ-Tax

キャラクター

イータ君
という方は、税理士に 「代理送信」を

お願いしてください!!

平成26年４月１日から消費税率が引き上げられます

消費税法等の一部が改正され、平成26年４月１日から現行５％の消費税（地方消費税を含みます。）の税

率が、８％に引き上げられます。

詳しい改正内容等につきましては、国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体

改革関係）」をご覧ください。

（URL：http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm）

なお、具体的な取引等に係る税の取扱いに関するご相談を希望される方につきましては、面接日時等の電

話による事前予約をお願いしておりますので、ご協力をお願いします（電話 厚木税務署 046-221-3261）。

【消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組】

消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。

政府としては、消費税率の引上げに当たって、事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう対策を講じ

ており、転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の相談窓口として、「消費税価格転嫁等総合相談

センター」が設置されています。

同センターでは、下記専用ダイヤル又はホームページ上の専用フォームにより相談を受け付けています。

厚木税務署からのお知らせ

●消費税価格転嫁等総合相談センター

〔専 用 ダ イ ヤ ル〕０５７０－２００－１２３

【受付時間：平日9:00～17:00（平成26年3月・4月は土曜日も受付けます。)】

〔ホームページURL〕http://www.tenkasoudan.go.jp（24時間受付）

〔相 談 受 付 内 容〕①転嫁に関する問合せ、②広告・宣伝に関する問合せ、③消費税の総額表示に関する問合せ、

④便乗値上げに関する問合せ

◇税務署に出向かずに、自宅やオフィスから申告・納税でき、

交通費や郵送料のコストダウンにつながります！


